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設置目的設置目的設置目的設置目的のののの達成度達成度達成度達成度    

１ 計画(Plan)と実績(Do) 

設 置 目 的 
日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける（働いていたり、病気などの理由により）乳

児又は幼児を保育する。 

運 営 事 業 名 Ｈ21 年値 Ｈ22 年目標値 Ｈ22 年実績値 対前年比 目標達成率 評価 

地域保育所管理運営事業 52 人 50 人 50 人 96.2% 100.0% Ａ 

       

       

       

設置目的に対する総合評価     

目 的 達 成 度 の 

評 価 基 準 

目標値…定員。 

実績値…入所者数。 

評価…Ａ＝目標達成率 90%以上、Ｂ＝同 70%以上、Ｃ＝同 50%以上、Ｄ＝同 30%以上、

Ｅ＝同 30%未満。 

 

２ 現状分析(Check) 

運 営 事 業 の 

意 義 と 現 状 

保育に欠ける子どもの保育を行い、その健全な心身発達を図ることを目的とする児童福祉施設であ

るへき地保育所を、管理運営するもの。 

地域に密着しており、定員に近い入所者数からも地域からの期待の高さが伺える。しかし、施設は

老朽化が進んでおり、耐震化するためには大規模修繕を要する。また、目標達成率においては市内

の保育所全体として低下が見られる。 

上 記 の 原 因 少子化の進行による就学前児童数の減少。 

 

３ 次年度以降への改善点(Action) 

具 体 的 な 

改 善 方 策 

上記の原因のほか、雇用・生活スタイルの多様化による保育ニーズの変化、財政の圧迫や保育所の

老朽化等の問題にも総合的に対応するため、平成 26 年度を目標とした下田市幼稚園・保育所再編

整備計画の検討を進めている。 

再編計画上、老朽化の進行状況等を踏まえ、改廃の方向を前提に検討を進める。 

運 営 事 業 名 Ｈ23 年度目標値 備    考 

地域保育所管理運営事業 50 人  

   

   

Ｈ23 年度運営

事業と目標値 

   

 

※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価 

運 営 事 業 名 H  年度 Ｈ  年度 H  年度 Ｈ  年度 

総合評価                 
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効効効効    率率率率    性性性性    

１ 計画(Plan)と実績(Do) 

効率性指標 Ｈ21 年度値 Ｈ22 年目標値 Ｈ22 年実績値 対前年比 目標達成率 

Ａ 施設総利用

者数等 
52 50 50 96.2% 100.0% 

Ｂ  年間経費

(除く収入) 
26,882,091 34,541,978 35,093,252 130.5% 98.4% 

①利用単位

当たり経費 

Ｂ／Ａ 516,963 690,840 701,865 135.8% 98.4% 

②光熱水費 379,348 390,000 429,528 113.2% 90.8% 

③消耗品費 432,634 449,475 383,887 88.7% 117.1% 

効率性指標の考え方等 

Ａ…平均入所者数。 

年間経費…人件費は総額を職員数で按分し、その他経費は各施設経費の積み上げ＋共 

     通経費の園児数での按分とした。 

 

２ 現状分析(Check) 

効 率 性 の 

現 状 

市内全体の入所者が減少している中でも目標達成率 100％を保っており、利用者単位当たりの経費

も市内で最も低いこと等から、効率性は良いと言える。 

 

３ 次年度以降への改善点(Action) 

具 体 的 な 

改 善 方 策 

市内の幼稚園・保育所を集約する再編計画により、市全体としての効率性の向上を図る。 

再編計画では、平成 25 年度末で廃止する方向で検討を進めている。 

①利用単位当たり経費 Ｂ／Ａ 776,821  

②光熱水費 390,000  
H23 年度効率性

の 目 標 値 
③消耗品費 451,864  

 

※参考 前年度までの効率性指標 

効率性指標 Ｈ 年度 Ｈ 年度 Ｈ 年度 Ｈ 年度 

目標値     

Ａ実績値     

Ｂ実績値     

Ｂ/Ａ     

対前年比     

①利用単位当たり 

経費 

目標達成率     

目標値     

実績値     

対前年比     
②光熱水費 

目標達成率     

目標値     

実績値     

対前年比     
③消耗品費 

目標達成率     
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４ その他の指標 

区  分 説    明 単位 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

①有料部分の

年間経費 

使用料等を徴収する部分の

年間経費 
円 33,933,815 26,882,091 35,093,252 

②受益者負担

額 

施設の本来の目的による使

用料等の年間総額 
円 6,468,000 6,144,600 5,884,900 

③受益者負担

比率 
②÷① ％ 19.1 22.9 16.8 

④補正受益者

負担額 

減免者より正規の料金を徴

収したと仮定した場合の受

益者負担額 

円 6,468,000 6,144,600 5,884,900 

受益者負担 

の適正性 

⑤補正受益者

負担比率 
④÷① ％ － － － 

 

 

年度 Ｈ20 年度 Ｈ21 年度 Ｈ22 年度 Ｈ23 年度(予算) 

人口（4 月 1 日：人） 25,802 25,549 25,224 24,881 

運営経費（収入除く） 944 710 1,058 1,236 

運営に掛か

る税負担 

(市民負担) 
人口 1 人あ

たり（円/人） 年間総経費 944 710 1,058 1,236 
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利用者満足度調査利用者満足度調査利用者満足度調査利用者満足度調査    

 

実施の有無 □ 有  □ 無 調査の方法 アンケート Ｈ22 年度調査数 28 件 

 

○貸館利用者向け 

 １ 調査結果 

設問 回答種類 Ｈ22 年度回答数 

現在通園している園で不満

や不安を感じていることは

なんですか？（２つまで） 

①園児の減少 

②耐震など施設の安全性 

③設備の老朽化 

④預かり時間（朝夕） 

⑤職員の資質や能力 

⑥保育や教育のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

⑦遊具や備品等の内容 

⑧交通環境（駐車場等） 

⑨不満はない 

⑩その他 

① 1 

② 14 

③ 9 

④ 8 

⑤ 0 

⑥ 1 

⑦ 4 

⑧ 6 

⑨ 3 

⑩ 2 

現在通園している園の良さ

はなんですか？（２つまで） 

①通園が便利 

②地域の子どもが集まる 

③園児の人数が適当 

④施設が良い 

⑤地域とのつながり 

⑥先生とのつながり 

⑦預かり時間 

⑧保育や教育のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

⑨その他 

① 20 

② 8 

③ 3 

④ 0 

⑤ 12 

⑥ 8 

⑦ 0 

⑧ 2 

⑨ 1 

 

施設再編を進めるにあた

り、特に重点的に取り組む

必要があると思うことは何

ですか？（３つまで） 

①安全な施設 

②施設や設備の充実 

③保育メニューの充実 

④教育プログラムの充実 

⑤預かり時間（曜日）の拡充 

⑥保育と幼児教育の両立 

⑦適正な入所児童数 

⑧職員の資質の向上 

⑨異年齢児間による交流 

⑩地域との交流機会等の提供 

⑪通園手段（バス等）の確保 

⑫子育て支援事業の拡充 

⑬民営化の推進 

⑭その他 

① 16 

② 13 

③ 5 

④ 1 

⑤ 14 

⑥ 6 

⑦ 2 

⑧ 0 

⑨ 0 

⑩ 8 

⑪ 10 

⑫ 3 

⑬ 0 

⑭ 0 

※今年度寄せられたクレーム等 

 

 ２ 調査結果から読み取れること 

地域密着型の園であるため、地域からの通園の利便性や、地域とのつながりに満足する声が多い。しかし、耐震

性など施設の老朽化に対する不安が多く、今後の再編計画にも、安全な施設を求める意見が多い。 

 

３ 次年度以降への改善点 

再編計画では、新園設立時での廃止を前提に検討を進めているが、廃止までの間の入所者が少しでも安心した園

生活を送れるよう、最低限の施設・設備修繕を行っていく必要がある。 

 

 

 

施設修繕計画及施設修繕計画及施設修繕計画及施設修繕計画及びびびび備品購入計画備品購入計画備品購入計画備品購入計画    

 

破損 

年度 
全ての破損した箇所・備品名 経費見積 

修繕・買換等 

予定年度 
備考（修繕済年度等） 

22 屋外倉庫 180,600 予定なし  

22 回転式遊具 － 予定なし  

23 トイレ及び土間排水溝 6,300 23 年度修繕  

23 保育室天井 － 24 年度修繕  

※今後想定される維持管理事項 

園庭に凹凸が多いため、水たまりが出来て通園に支障が出てしまう。 
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管理運営上管理運営上管理運営上管理運営上のそののそののそののその他評価項目他評価項目他評価項目他評価項目    

 

当該施設の必要性 

 

廃止、休止等の可能性 

 

施設の設置目的変更の可能性 

児童福祉法第 39 条による保育の実施を目的としたへき地保育所であり、設置目

的にあった利用がされている。しかし、少子化が進行する中で、施設の老朽化、

耐震の状況等から考慮し、再編計画では平成 25 年度末での廃止を前提として検

討されている。 

安全面から設置目的の変更も困難である。 

民間による管理運営の可能性 

 

今後の管理運営主体の見込み 

 

行政関与の妥当性 

保育所の民営化については、市町村、社会福祉法人の他、ＮＰＯ法人や学校福

祉法人、企業等の参入が可能となった。このため、適正な運営能力を備えた民

間事業者の参入は可能であると捉えているが、現行の保育サービス水準の確保

や現状の民間事業者の状況を考慮すると、近々の地域・民間への譲渡は考えに

くい。また、老朽化もひどく、敷地の一部が借地となっていることからも、民

間への譲渡は困難である。 

保育とは公共性の高いサービスであることから、実施主体としての行政関与は

妥当である。 

施設の管理運営と経費の妥当性 

保育所運営費（民間保育所経費）と比較して、施設の管理運営経費は多いが、

その主な理由は人件費である。しかし、施設の性質上、再編計画で廃止となる

までは、市が公的な責任による運営を行うべきだと考える。 

施設の性質や実費経費からみた

受益者負担の妥当性 

児童福祉法第 56 条第３項において、保育の実施に要する保育費用を支弁した市

町村長の長は、本人またはその扶養義務者から、家計に与える影響を考慮して

保育の実施のかかる児童の年齢などに応じて定める額を徴収することができる

と定められている。 

保育料の設定については、国で定める徴収基準額を基に、給食費相当分を除い

た一律 9,800 円を徴収している。 

その他の管理運営上の課題 
再編計画では平成 25 年度末に廃止する方向で検討されているため、残りの運営

年数を踏まえて施設の管理運営を行っていく必要がある。 

【参考】 

市内や賀茂郡内の類似施設の管

理運営状況等 

 

 

 

平成平成平成平成    年度年度年度年度    実施実施実施実施運営運営運営運営事業内容事業内容事業内容事業内容    

運営事業名 事業内容 次年度に向けての改善事項 

   

   

   

   

   



 
 

 

平成 23 年度  施設名（愛称名） 下田市立大賀茂保育所  番号 55 

6 

施施施施 設設設設 のののの 概概概概 要要要要    
    
１ 施設名 

（愛称名） 
下田市立大賀茂保育所 

２ 担当課 

担当係 

学校教育課 

こども育成係 

３ 所在地 下田市大賀茂 530 番地 ４ 設置年月 昭和 53 年１月  日 

Ⅳ 安心と安全づくり ともに生きる福祉のまちづくり 児童福祉 

施  設  体  系 保育サービスの充実 
保育システムの多様化・弾力

化の推進 

５ 総合計画の 

位置付け 

主  要  事  業 保育所整備事業 保育所の施設・設備の充実 

６ 設置目的 
日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける（働いていたり、病気などの理由により）乳児又は幼児

を保育する。 

７ 設置根拠 下田市立保育所条例 

敷地面積 1,560.88 ㎡ （うち借地、1,560..88 ㎡） 

建物鉄骨  279.91 ㎡ 

施設の概要 
地域保育所（認可外保育施設） 

定員   50 人 

実 施 事 業 

の  概  要 

保育所における保育（23.4.1） 

０歳児  0 人  １歳児  0 人  ２歳児  7 人 

３歳児 10 人  ４歳児 12 人  ５歳児 18 人   合計  47 人 

料 

金 

区 

分 

下田市地域保育所保育料徴収要綱による 

平成 18 年度より一律月額 9,800 円（給食無） 

（平成 17 年度：8,200 円/月） 

種別 単位 昼 夜 昼夜 備考 

      

      

   

主  

な  

料  

金 

   

減
免
内
容 

第第第第５５５５条条条条    災害，その他特別の事由により市長が止むを得ないと認めたときは，扶養

義務者の申請により第２条に定める保育料の全部または一部を減免することが

できる。 

料 金 体 系 

利用料金制度 □ 有    � 無 

� 直接運営 

□ 指定管理者制度 → 指定管理者  
施 設 運 営 

方     法 
□ 一部委託    → 委託内容  

保育士・支援員 調理員 

正職員 臨時 正職員 臨時 
合計 

８ 施設の概要 

直接従事職員 
下田市職員数 

平成 23年 4月 1日現在 
４人 ４人 ０人 ０人 ８人 

下田市所有 公立保育所 ６ 
９ 市 内 の 

類似施設 
民間所有 民間保育所 ２ 
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取得費及び財源内訳 平成 22 年度末残高 

土地取得費 個人からの賃借 土地残高  

建物取得費 28,085,000 建物減価償却後残高 1 

財源内訳  

国・県支出金  

 

市債 28,085,000 市債残高 0 

一般財源    

 

寄附金等    

 

10 取得費等 

の情報 

（単位：円） 

物品(＊万円以上)  物品減価償却後残高  

（備考） 

減価償却の方法 

� 定額法 

� 残存価格 1 円 

� 新設翌年度から

償却 

� 耐用年数 27年 

� 昭和 53 年建築 

� 耐用年数経過 

区    分 H20 年度決算 H21 年度決算 H22 年度決算 H23 年度予算 

保育料 6,468,000 6,144,600 5,884,900 5,509,373 収 

入 補助金 3,100,392 2,599,156 2,529,960 2,566,500 

収 入 合 計 9,568,392 8,743,756 8,414,860 8,075,873 

1 節 報酬 101,500 100,500 100,100 99,100 

2 節 給料 14,954,404 11,912,712 15,610,764 16,377,755 

3 節 職員手当等 6,685,430 4,937,267 6,071,057 6,429,730 

4 節 共済費 3,443,946 2,966,678 3,996,679 4,355,439 

7 節 賃金 5,973,221 4,203,687 6,379,280 8,785,000 

8 節 報償費 8,820 8,820 9,555 14,786 

9 節 旅費 14,454 14,715 39,698 28,572 

11 節 需用費 1,695,519 1,672,043 1,731,644 1,697,054 

12 節 役務費 173,326 215,251 239,663 192,518 

13 節 委託料 131,101 88,289 83,785 132,055 

14 節 使用料及び賃借料 603,864 605,216 609,129 617,587 

18 節 備品購入費 0 0 199,202 85,050 

19 節 負担金補助及び交付金 126,230 136,635 22,696 26,400 

支

   

出 

支出合計 33,933,815 26,882,091 35,093,252 38,841,046 

 

減価償却費 0 0 0 0 

市債利子 0 0 0 0 

職員人件費     

下田市負担年間総経費 24,365,423 18,138,335 26,678,392 30,765,173 

 

 

備考 
人件費は、総額を人数按分（正職員・嘱託職員等の人件費総額） 

その他経費は、各園の実数＋共通経費の按分を合計 

利用年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

利用者数(月平均) 55 人 52 人 50 人 47 人 

443,007 円/人 348,814 円/人 533,568 円/人 654,578 円/人 

利用 

状況 参考：利用単位当た

り市負担額 算出方法：11 欄の「下田市負担年間総経費」÷利用者数 

休園日 日曜日  祝日  12 月 29 日から 1 月 3 日まで 

12 施設利用状

況等の推移 

教 育 

時 間 
午前８時から午後４時まで 

  

（参考資料） 

 


